
（様式第11号）（第24条関係） 

 

太陽光発電施設設置届出書 

 

2026年  2月 9日   

 長野県知事 様 

 

住 所    長野県上田市長瀬3580  

氏 名    YANAGIDA株式会社    

代表取締役 小宮山純一 

〔法人にあっては、主たる事務所の
所在地、名称及び代表者の氏名〕   

 長野県地域と調和した太陽光発電事業の推進に関する条例第24条第１項の規定により、下記

のとおり届け出ます。 

記 

太陽光発電施設の設置の場所 長野県上田市御嶽堂字峠1916-1 

事業区域の位置及び面積      1,528㎡ 

太陽光発電施設の合計出力 
49.5kW  

（太陽電池の合計出力   99.12kW） 

太陽光

発電事

業の内

容及び

実施予

定期間 

発電電力の用途 
☑売電 □自家消費  

設備ID（ オフサイトPPAの為設備ID無し ） 

設置工事着手予定日 令和8年4月1日 

設置工事完了予定日 令和8年5月28日 

運転開始予定日 令和8年5月29日 

施設撤去予定日 令和38年5月29日 

太陽光発電施設の設置に関す

る計画 
別添「太陽光発電施設設置計画書」参照 

太陽光発電施設の構造に関す

る事項 

地上設置型太陽光発電システムの設計ガイドライン等を参

照の上、設計会社による構造（強度）計算を行い、架台に

ついて風雪に耐えられる強固なものとする。 

景観保全のための措置の検討

に関する事項 
別紙「景観の保全のための措置の検討状況書」参照 

環境の保全のための措置の検

討に関する事項 
（※環境配慮区域に太陽光発電施設を

設置する場合に限る。） 

該当なし 

備考 

連絡先 
（電話番号）0268-75-0262 
（FAX番号）0268-75-0218 
（電子メールアドレス）info@i-yanagida.jp 



 
 注１ 該当する□内にレ印を記入すること。 
  ２ 「太陽光発電施設の設置の場所」欄は、届出に係る太陽光発電施設の事業区域が所在す

る土地の地番全て記載すること。 
  ３ 「事業区域の面積」欄には、小数第１位まで記載すること。 
  ４ 「太陽光発電施設の合計出力」欄は、小数第１位まで記載すること。 
  ５ 「発電出力の用途」欄は、再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法

（平成23年法律第108号）第９条第１項の規定による申請手続中の場合は、その旨を記載
すること。 

  ６ 「備考」欄は、電話番号、ＦＡＸ、電子メールアドレス等の連絡先を記載すること。 
 （添付書類）１ 位置図 
       ２ 事業区域図 
       ３ 太陽光発電施設の配置図 
       ４ 条例第11条の書面 
       ５ その他知事が必要と認める書類 



（参考様式）（第９条関係） 

 

太陽光発電施設設置計画書 

 

防災対策等設置施設 
□調整池   □沈砂池   ☑排水設備   □擁壁 

□管理用道路 □その他（            ） 

特定区域の該当 

※該当するものは事業区域図

に明示すること 

□地域森林計画対象民有林   □地すべり防止区域 

□急傾斜地崩壊危険区域    □土砂災害特別警戒区域 

□砂防指定地 

☑該当なし 

環境配慮区域の該当 

※50 キロワット以上の事業

に限る 

※該当するものは事業区域図

に明示すること 

□国有林・地域森林計画対象民有林 

□国立公園・国定公園・長野県立自然公園 

□長野県自然環境保全地域     □郷土環境保全地域 

□水道水源保全地区        □水資源保全地域 

□希少野生動植物の生息地等保護区 □鳥獣保護区 

☑該当なし 

工程表 別紙工程表通り 

工事車両の運行計画 

想定される台数（延べ）  100 台 

運行時間 8:00～17:00         

経路 事業区域案内図に記入の通り 

造成工事 

盛土の有無 無 想定盛土量   ㎥ 

切土の有無 無 想定切土量   ㎥ 

事業区域外からの搬入量        ― ㎥ 

事業区域からの搬入量          ㎥ 

排水処理設備の有無 
有   

排出経路 敷地内での処理、浸透トレンチ 

送電設備 □鉄塔    ☑電柱    □地下埋設 

 



2026 年

4 月 5 月

整地工事

杭打ち・架台工事

電気工事

工 程 名

　　工　事　工　程　表

YANAGIDA株式会社 2026.1.22

最短で工事着手出来た場合スケジュールのため、変更が生じる場合があります。備考

上田市御嶽堂字峠1916-1

作成日
御嶽堂砂原峠発電所建設工事工事名称



（参考様式）（第７条関係） 

 

景観の保全のための措置の検討状況書 

項 目 検 討 事 項 配慮する内容 

 

全体 

(1) 稜線や斜面上部、高台等、周囲から見通

せる場所は極力避ける。やむを得ずそのよ

うな場所を選定する場合は、尾根や地形の

連続性が損なわれる等の違和感が生じない

よう、樹木の伐採や土地の掘削を最小限に

とどめる。 

 

 

既存の地形のまま土地の

造成等は必要最低限にと

どめます。 

 

 

(2) 公共的な眺望点からの景観への影響に特

に留意し、完成予想図の作成（シミュレー

ション）等を実施する。 

※検討で作成した完成予想図は添付すること 

 

添付資料に完成予想図を

添付しております。 

 

配置 

(1) 敷地が主要な道路や住宅の敷地等に隣接

する場合は、太陽電池モジュールを境界か

ら一定距離後退させる。 

 

主要な道路や住宅の敷地

等に隣接していません。 

 

(2) 施設の規模や地形等に応じて分割する

等、大規模な平滑面が連続することを避け

る。 

 

架台の離隔を0.8mといた

します。 

 

規模 

(1) 周辺からの視界をできる限り遮らないよ

う、施設の高さは極力抑える。 

 

架台の高さは800mmといた

します。 

 

(2) 主要な道路や公共的な眺望点から見える

場合は、太陽電池モジュールの垂直投影面

積を極力抑える。 

 

角度を20度といたしま

す。 

 

形態・ 

意匠 

(1) 当該地に応じた架台を選定するととも

に、太陽電池モジュールの向きや傾斜をそ

ろえる等、配列に一定の規則性を持たせ

る。 

 

配列に一定の規則性を持

たせるように配置いたし

ました。 

 

(2) 太陽電池モジュールの傾斜角は、周囲の

山並み、建築物の屋根等と極力整合させ

る。 

周囲の山並みと整合させ

ました。 

 

(3) 太陽電池モジュールの裏面が周辺の道路

等から見えにくくする。 

 

道路等から見えにくく配

慮いたします。 

 

 



 

項 目 検 討 事 項 配慮する内容 

太陽電池 

モジュール 

材料・ 

色彩等 

(1) 低反射のものを選択するか防眩処理を施

す等、太陽光の反射を低減する対策を行

う。また、素材の結晶が目立たないものを

選択する。 

低反射のもの、結晶が目

立たないものを選定いた

します。 

(2) 黒又は濃紺を基本とし、低明度かつ低彩

度の目立たないものとする。 

黒または紺を使用いたし

ます。 

フレーム 

(1) 低反射の素材を用いる。  配慮いたします。 

(2) 太陽電池モジュールと同系色

を用いる。 

同系色ではないですが、

目立たないシルバーにし

ました。 

附帯施設・ 

附属施設 

(1) フェンス等については、色彩、形態・意匠

に配慮する。 
配慮いたします。 

(2) 電柱電線類については、極端に増加させな

いよう、低減に努める。  

新設は必要最低限の本数

にいたします。 

(3) 架台、パワーコンディショナー及び変圧器

等の付属設備については、色彩等に配慮す

る。 

景観に配慮した色彩を使

用します。 

敷地の緑化 

(1) 植栽計画にあたっては、効果が早期に発揮

できるよう、根巻きを行った苗などの使用

を検討するとともに、植栽間隔や苗木の大

きさに配慮する。 

該当ありません。 

(2) 樹種の選定にあたっては、外来種及び低木

性の樹種を避け、地域に適した植生とす

る。 

同上 

その他 

(1) 施設の規模が大きく主要な道路や住宅地に

反射光の影響が懸念される場合は、配置や

向き、傾斜の角度、材料、植栽等の遮へい

措置について検討する。 

周囲には主要な道路や住

宅が存在しません。 

(2) 施設及び敷地内は、定期的に保守点検を行

うなど、適切に維持管理を行い、景観の保

守に努める。 

定期的に保守点検を実施

します。 

(3) 事業区域場所の景観行政団体の定める景観

育成基準への適合を確認する。 

 

上田市景観デザインガイ

ドブック確認。 

(添付資料に完成予想図) 

 

上記以外でも、設置箇所周辺の土地利用状況、周辺景観の状況に応じて、より効果的な配慮方法を工

夫してください。 



1913-1

1914-1
道路

1914-2

1911

1914-3　道路

1932-1

1932-2　水路

1932-3
道路

1931-2

1917-ロ

1917-イ 1918

1919

1915

1916-1

1885-2
道

1912-2

道



（参考様式）（第 19 条関係） 

 

維 持 管 理 計 画 

作成日     2026 年 2 月 9 日 

太陽光発電施設の設

置場所 

長野県上田市御嶽堂 1916-1 

事業者名（法人にあっ

ては、主たる事務所の

所在地、名称、代表者

の氏名） 

〒386-0407 

長野県上田市長瀬 3580 

YANAGIDA 株式会社 

代表取締役 小宮山純一 

0268-75-0262 

保守点検責任者 

氏名及び住所 〒386-0407 

長野県上田市長瀬 3580 

YANAGIDA 株式会社 

代表取締役 小宮山純一 

電話番号 0268-75-0262 

合計出力     49.5kW(太陽電池の合計出力 99.12W) 

維持管理の内容 別紙のとおり 

施設撤去予定日（事業

終了予定日） 

令和 38 年 5 月 29 日 

損害保険の加入状況 ☑有   □無 

（保険内容 自然災害 電気的・機械的事故の対応） 

太陽光発電施設を撤

去する際の対応 

・太陽光発電施設の処分は廃棄物処理業者に依頼する 

・撤去後は更地に戻します 

・撤去費用は積立てにて対応いたします 

維持管理計画及び状

況の公表方法 

・請求があった場合は開示します 

※標識に掲示することにより公表する場合には、標識の記載項目と同一のところは記載を省略す

ることができます。 

＜太陽光発電施設等の周辺において土砂災害等が発生するおそれがある場合に予定している措置

の内容＞ 

・太陽電池モジュール、架台の固定部に緩みがないこと、基礎などが強度不足になるような 

劣化がないことを保守点検項目に従いて巡視を実施 

 豪雨による水害 

・土砂崩れ等の兆候がないか、排水機能に異常がないか、保守点検項目に従い巡視を実施 

 

＜土砂災害等により太陽光発電施設の損壊が生じ、又は周辺地域の環境の保全に支障が生じた場

合に予定している措置の内容＞ 

・事故・災害が発生した場合には、迅速状況を把握し、関係機関(経済産業省、市町村、県など) 

 に連絡する。 

・土砂の流出やパネルの飛散など周辺環境に及ぼした場合は、速やかに撤去し、二次災害が 

 起きないように対策を講じる。 



 

 

 

＜別紙＞ 

太陽光を電気に変換する施設 

対象 該当の

有無 

点検箇所 点検項目 点検

方法 

点検

頻度 

点検 

実施日 

太
陽
電
池
ア
レ
イ 

☑ 太陽電池モジュー

ル 

表面及び裏面に著しい汚れ、きず、破損がない。 目視 年1回  

端子箱に破損、変形がないか 年1回  

フレームに著しい汚れ、きず、腐食、破損がない。 年1回  

☑ コネクタ 破損、変形がなく確実に結合されている。 年1回  

☑ ケーブル 配線に著しい汚れ、さび、腐食、きず、破損がな

い。 

年1回  

配線に過剰な張力、余分な緩みがない。 年1回  

☑ 電線管 破損、変形、汚損、腐食がなく正しく固定されて

いる。 

年1回  

☑ 接地線 接地線に著しい破損、断線がなく正しく接続さ

れている。 

年1回  

接続部に緩み、破損がない。 年1回  

☑ 架台 基礎に著しいひずみ、損傷、ひびなどの破損が進

行していない。 

年1回  

架台の変形、きず、汚損、さび、腐食、破損がな

い。 

年1回  

積雪による沈降、不等沈降、地際腐食等などの影

響がない。 

年1回  

ボルト、ナットの緩みがない。 年1回  

固定強度に不足の懸念がない。 年1回  

接
続
箱 

☑ 本体 著しい汚損、さび、腐食、破損、変形がない。 年1回  

固定ボルトなどに緩みがなく確実に取り付けら

れている。 

年1回  

雨水、じんあい等の侵入がない。 年1回  

☑ 配線 配線に著しい汚損、破損、きず、さびがなく正し

く固定されている。 

年1回  

漏
電
遮
断

器 

☑ 本体 著しい汚れ、さび、腐食、破損、変形などがない。 年1回  

☑ 配線 配線に著しいきず、破損がない。 年1回  

パ
ワ
䤀
コ
ン
デ
䣵
シ
䣼
ナ
䤀 

☑ 本体 著しい汚れ、さび、腐食、きず、破損、変形がな

い。 

年1回  

固定ボルトなどに緩みがなく確実に取り付けら

れている。 

年1回  

コーキングなどの防水処理に異常がなく雨水な

どの侵入がない。 

  



運転時の異常な音、振動、臭い、加熱がない 年1回  

☑ 配線 配線に著しい汚れ、破損、汚れ、さび、腐食、破

損などがない。 

年1回  

 

附帯施設 

対象 
該当の

有無 
点検箇所 点検項目 

点検

方法 

点検

頻度 

点検 

実施日 

法
面
・
擁
壁 

□ 切土法面 小段の沈下がない。 目視 年 〇

回 

 

排水溝の損傷がない。   

目地にずれがない。   

開口量の大きな亀裂が発生していない。   

吹付工法等の剥離がない。   

法枠工法等の破断がない。   

はらみ出しの発生がない。   

大量の湧水（濁り）がない。   

崩落がない。   

上部斜面からの土砂流出がない。   

□ 盛土法面 小段の沈下がない。   

段差が発生していない。   

排水溝の損傷がない。   

法尻の崩落がない。   

オーバーフローによる洗掘がない。   

大量の湧水（濁り）がない。   

湧水箇所の軟弱化がない。   

擁壁 亀裂、割れが生じていない。   

座屈、段差、傾斜がない。   

つなぎ目にずれがない。   

水抜き穴につまりがない。   

水抜き穴から異常な土砂流出がない。   

地山に変形がない。   

排
水
設
備 

☑ 排水溝、枡 水路に落下物等のつまり、堆積がない。 年2回  

亀裂、ずれがない。 年2回  

破損がない。 年2回  

排水設備外への漏水がない。 年2回  

調
整
池 

□ 提体 上下流の法面に崩れ、亀裂、損傷、陥没、漏水が

ない。 

  

堤頂に亀裂、沈下、損傷、陥没、漏水がない。   

草木の繁茂がない。   



□ 基礎 堤体の基礎に漏水、地山のはらみ出し、沈下、崩

壊がない。 

  

□ 余水吐き 導流水路に亀裂、損傷、劣化、継ぎ目の開きがな

い。 

  

越流部に亀裂、損傷、劣化、継ぎ目の開きがない。   

放流水路に亀裂、損傷、劣化及び継ぎ目の開きが

ない。 

  

□ 放流施設 規定の放流先以外への漏水、土砂の流出がない。   

吞口部に亀裂、損傷、劣化、継ぎ目の開きがない。   

吐き口に亀裂、損傷、劣化、継ぎ目の開きがない。   

油等の浮遊がない。   

☑ 貯留部 法面に崩れ、亀裂、破損、湧水がない。   

天端に損傷、沈下、陥没、損傷がない。   

貯留部低地に著しい土砂の堆積がない。   

油等の浮遊がない。   

下流河川（周辺）に洗掘、崩壊がない。   

防
護
柵
䣍
塀 

☑ フェンス（防護柵） 著しいさび、きず、破損、傾斜がない。 年2回  

☑ 標識（事業計画、注

意喚起） 

視認性を損なう汚れ、文字の色落ち、擦れ、破損

がない。 

年2回  

☑ 入口扉 開閉に異常がなく施錠に問題がない。 年2回  

進
入
路
・
管
理
道 

☑ 通路等 周辺からの土砂の流入、堆積がない。 年2回  

事業地周辺への土砂の流出がない。 年2回  

雨水等による洗掘がない。 年2回  

草木の繁茂がない。 年2回  

設
置
地
盤 

□ 舗装あり地盤 亀裂、剥離がない。 年2回  

段差、傾斜がない。 年2回  

空洞の発生（土砂の流出）がない。 年2回  

隆起の発生がない。 年2回  

設
置
地
盤 

☑ 舗装なし地盤 周辺からの土砂の流入、堆積がない。 年2回  

事業地周辺への土砂の流出がない。 年2回  

雨水等による洗掘がない。 年2回  

草木の繁茂がない。 年2回  

※施設の規模や立地、設備に応じた内容の点検項目を適宜追加・修正してください。 
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工事名称／

図面名称／

縮尺／　　

日付／ とび・土工工事業業　長野県知事(般-4)第24465号 〒386-0407長野県上田市長瀬3580
電気工事業　長野県知事(特-5)第24465号 TEL 0268-75-0262/FAX 0268-75-0218

ＹＡＮＡＧＩＤＡ株式会社

系統／

架台仕様／

PCS仕様／

パネル仕様／

発電所仕様／

所在地／

システム容量：

HUAWEI：SUN2000-4.95KTL-NHL2

長野県上田市御嶽堂1916-1

99.12kW (野立て太陽光発電)

（面積：1,528㎡）

ジンコソーラー：JKM590N-72HL4-BDV-J(2278×1134×30㎜) 168枚

総アルミ製　スクリュー杭基礎　架台角度20°　架台GL600㎜

1/60013y063_御嶽堂砂原峠発電所

パネル配置_計画平面図
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上田市御嶽堂 1916-1 御嶽堂砂原峠発電所 現況写真 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



（参考様式）（第11条・第13条関係） 

 

事業基本計画説明状況書 

2025年  2月  9日作成  

事業者の住所・氏名 

（法人にあって、主たる事務所の所

在地、名称及び代表者の氏名） 

長野県上田市長瀬3580 

YANAGIDA株式会社 

代表取締役 小宮山純一 

事業太陽光発電施設の設置の場所 
 長野県上田市御嶽堂1916-1 

（設備ID オフサイトPPAのため設備IDなし） 

説明会開催についての周知の方法と

その範囲 

御嶽堂自治会回覧板 

県ホームページ公表 

説
明
会
の
概
要 

日時 2025年11月13日 18時～ 

場所 中山公民館 

参加者数 9名 

説明を行った者の氏名（法人

にあっては、氏名及び役職名 

YANAGIDA株式会社 

竹重 中村 小林 

 注１ 説明会を２回以上開催した場合は、説明会ごとに作成すること。 

（添付資料）１ 説明会で配布した説明資料 

      ２ 説明会で説明した内容、参加者の要望及び意見並びにそれらへの回答等につい

て具体的に記載した議事録 

 



2026/2/10

1

スケジュール
１．会社概要
２．事業計画のご説明
３．質疑応答

「長野県地域と調和した太陽光発電の推進に関する条例」
に基づき実施していきます。

御嶽堂砂原峠発電所
説明会

令和７年１１月１３日

会社概要

【本社所在地】
〒386-0407長野県上田市長瀬3580
Tel：０２６８-75-0262/Fax：０２６８-75-0218

YANAGIDA株式会社
代表取締役 小宮山 純一

資本金 2000万円
とび・土工工事業 長野県知事(般-4)第２４４６５号

電気工事業 長野県知事(特-5)第２４４６５号

【事業内容】
太陽光発電システムの販売・設計・施工・管理
『自然エネルギーで未来を創る』
わたしたちはこのスローガンの元、自然エネルギーを活用したエコな未来を目指し
太陽光発電を中心に事業展開しています。

２

1

2
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2

事業計画①

３

発電所名所 御嶽堂砂原峠発電所
計画予定地 長野県上田市御嶽堂字峠1916-1
発電出力 49.5ｋW

(パネル合計出力 99.12ｋW)※現時点
事業面積 1,528㎡
工事業者 YANAGIDA株式会社

〇

事業区域

４

3

4
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3

発電所建設までのスケジュール

５

６

防災、環境保全、景観保全の対策について

災害防止について
・事業区域内の雨水排水処理

流量計算に基づき浸透トレンチを適切に設置、雨水を場内処理いたします。

水質保全について
・太陽光設備が災害被害によりパネルが破損した場合

環境省が平成30年に示しました「太陽光発電設備のリサイクル等の推進に向けたガイドライン」
に沿い適正な対応・処置を行います。

（太陽光発電設備の解体・撤去・収集・運搬、処分に関する関係者の役割・留意点をまとめた
「太陽発電設備のリサイクル等の推進に向けたガイドライン」
(第一版)平成28年4月 (第二版)平成30年12月

危険防止について
・発電設備の立入

発電所所有会社が定期的に点検・管理を実施いたします。また設備の周囲には柵を設置し、
所有者・及び委任者以外の者が構内に容易に立ち入ることがないよう高さ１ｍ50ｃｍ程度の

フェンスにて対策します。

5

6
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4

騒音・振動等について
・生活環境に影響がでないよう配慮いたします。
具体例としましては、工事車両の出入りに関しましては法令速度を守り、
建設機械の稼働時間は午前8時から午後５時と予定しております。

景観保全
・設備・太陽光モジュール・柵の配色等

設備の彩色は一般的な配色の材料を使用し、フェンスは茶色や黒といった配色のものを使用します。

自然環境について
・工事に伴う必要最低限の造成とします。

現場の立木伐採は最小限に留め、伐採木竹は区域外に搬出し処分致します。
また設置工事後は緑化に努めます。

７

８

当計画の太陽光発電所は低圧の区分にあたる発電所です。
当社は、発電所の設計、許可申請業務及び、設備設置工事を一貫して行います。

≪太陽光設備の保守・メンテナンス業務内容≫
・年間2回以上(6月頃・8月頃目安)の草刈り作業
・目視による設備点検
（モジュール・パワーコンディショナー・架台・配電盤・ケーブル・受電設備・フェンス等）
・架台のボルト締め、パネルの押さえ金具点検等
・遠隔装置によるカメラ監視、発電状況監視

設置後の保守点検及び維持管理の計画

撤去及び処分の計画

当事業は、固定価格買取制度利用でないため、
現地点では20年経過後も電力の供給を継続していく意向です。
また廃止した場合は、発電施設を撤去致します。
設備撤去時の廃棄物処理方法につきましては経済産業省及び環境省のガイドラインに基づき
適切に対応して参ります。

7

8
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5

説明会内容に関するご意見・問い合わせ

本日の説明会の内容に関してのご意見・要望の送り先です。
【提出先】
YANAGIDA株式会社
〒386-0407
長野県上田市長瀬3580
Tel：０２６８-75-0262/Fax：０２６８-75-021８
E-mail: info@i-yanagida.jp
担当：小林

本日はご参加いただきありがとうございました。

９

お困りの土地お譲りください！！

土地に関するお悩みありませんか？
YANAGIDA株式会社では、再生可能エネルギーの普及を目指し、

太陽光発電設備の設置にご協力いただける土地のご紹介を募集しております。

「使っていない土地を有効活用したい」
「草刈りや管理が負担になっている」 等

そんなお悩みをお持ちの方、ぜひご相談ください。

会社情報・お問い合わせ
〒386-0407 長野県上田市長瀬3580

TEL：0268-75-0262 info@i-yanagida.jp 

9
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上田市御嶽堂字峠 1916-1 
 

【開催概要】 

開催名称：御嶽堂砂原峠発電所説明会 

開催目的：長野県「地域と調和した太陽光発電の推進に関する条例」に基づく事前説明 

主催者：YANAGIDA 株式会社 

※開催日時：2025 年 12 月 15 日 

 

1．説明会冒頭・趣旨説明 

御嶽堂砂原峠発電所の説明会を開催する旨の案内がなされ、本説明会は会社概要、事業

計画の説明、質疑応答の順で進めること、また長野県条例に基づき実施している説明会

であることが説明された。 

2．会社概要の説明 

YANAGIDA 株式会社の会社概要として、本社所在地が長野県上田市長瀬 3580 であるこ

と、代表取締役は小宮山純一であること、事業内容は太陽光発電システムの販売、設計、

施工、管理であることが説明された。また、「自然エネルギーで未来をつくる」という

スローガンのもと、太陽光発電を中心とした事業を展開している旨の説明があった。 

3．事業計画の説明 

本計画の発電所名称は「御嶽堂砂原峠発電所」とし、計画地は上田市御嶽堂字峠 1916-

1 であることが説明された。パネル合計出力は 99.12kW、低圧区分の発電所であり、事

業面積は約 1,528 ㎡、施工は YANAGIDA 株式会社が行う計画である。 

現時点での配置図が示され、今後、行政からの指導や協議により計画内容が変更となる

場合があること、その際は県のホームページ等を通じて公表することが説明された。 

4．工事工程・スケジュール 

工事工程については、資料に示された工程表を用いて説明が行われ、赤色で示された部

分が現時点での進捗段階であることが説明された。工程は県および上田市との協議状況

により変更となる可能性があり、変更が生じた場合はホームページおよび自治会長を通

じて周知する旨の説明があった。 



5．防災・環境・景観対策について 

災害防止対策として、雨水は浸透トレンチ等を設置し、敷地内で浸透処理を行う計画で

あることが説明された。 

水質保全については、太陽光設備リサイクル等の国のガイドラインに沿い、適切な管

理・処理を行うこと、危険防止として、発電所所有者が定期的な点検管理を実施し、フ

ェンス設置により関係者以外の立ち入りを防止することが説明された。 

景観については、一般的な配色の設備を使用し、フェンスは茶色や黒色など周囲と調和

する色とすること、自然環境への配慮として、造成・伐採は必要最小限とし、伐採物は

区域外へ適切に搬出処理することが説明された。 

6．維持管理・撤去計画 

本発電所は低圧区分の設備であり、設置後は年 2 回以上の草刈り、設備の目視点検、遠

隔監視装置による発電状況の監視を行う計画である。 

FIT 制度を利用しない事業であるため、現時点では 20 年以上の長期運用を想定してい

るが、廃止する場合には設備を撤去し、廃棄物については国のガイドラインに基づき適

切に処理する旨の説明があった。 

7．意見受付期間について 

説明会終了後 30 日間は、条例に基づき住民からの意見・要望を受け付ける期間である

ことが説明された。提出された意見およびそれに対する回答は県へ提出され、県のホー

ムページで公表されることが説明された。 

8．質疑応答（主な意見） 

住民からは、農地の区分と転用の可否、雨水流出や道路・側溝への影響、過去のメガソ

ーラー事例との違い、排水計画の安全性、自治会との協定内容、除草剤使用への配慮、

近隣住民への説明状況等について多くの意見・質問が出された。 

これに対し事業者からは、本計画地は白地であり農地転用申請中であること、浸透トレ

ンチによる敷地内処理を基本とし、必要に応じて 30 年確率から 50 年確率等への設計

見直しも検討すること、本計画は低圧・小規模でメガソーラーではないこと、協定書に

ついては自治会と協議のうえ内容を決定すること等の説明が行われた。 

9．まとめ 

本説明会では、御嶽堂砂原峠発電所計画についての説明と、それに対する住民からの意

見・質問が交わされた。今後は意見受付期間中に寄せられた意見を踏まえ、行政との協

議および地域との調整を行いながら事業を進めていく旨が説明され、説明会は終了した。 
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【（第11条・第13条関係）説明会意見回答書】 

 

 

作成日 2026 年 1月 28日 

太陽光発電施設の設置予定場所 長野県上田市御嶽堂字峠1916-1 

 

意見（質問・要望） 
陳述者・ 

提出者 
回答 

近隣の畑は長らく耕作され

ておらず太陽光転用可否を

確認したい 

住民 
第1種農地は原則転用不可、計画

地は白地で転用申請済みです。 

雨水が道路へ流れる悪影響

が心配 
住民 

浸透トレンチ設置で敷地内処

理。流出増は想定してないで

す。トレンチ規模は調整可能で

す。 

 

排水強度を50年確率等へ上

げてほしい 
住民 

住民意見を踏まえ強度計算を再

検討可能です。変更時は県HPに

て公表します。 

飯沼地区のメガソーラー問

題と同じではないか 
住民 

本計画は低圧小規模で大規模伐

採を行いません。 

既存側溝への悪影響が心配 住民 

現地で確認を行い、トレンチ位

置等を調整予定です。補修対応

の実績あります。 
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意見（質問・要望） 
陳述者・ 

提出者 
回答 

下流農地への影響（土砂・

水の流れ） 
住民 

浸透トレンチで敷地内処理を予

定しています。集中排水は無い

設計。 

除草剤は使わないでほしい 住民 

協定書に除草剤不使用の明記可

能です。草刈り年2回以上行いま

す。 

自治会と活動参加や負担金

含め協議してほしい 
住民 

協定書内容は自治会と調整し反

映可能です。自治会と協議いた

します。 

自治会との協定書の内容は

公表されるのか。 

 

住民 

協定書の内容はHP等で公表して

おりません。 

自治会と弊社で保管いたしま

す。 

県が示している条例の元に

行っているのか。 

 

住民 

県が定めた条例の内容に基づい

て事業計画を行っています。 

 

本日の質疑応答はどこかで

開示されるのか。 
住民 

条例により、開示する義務があ

るため、住民説明会後30日間の

意見募集期間を設けたのち、県

のHPにて内容が公表されます。

また個人名等は伏せておりま

す。 
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意見（質問・要望） 
陳述者・ 

提出者 
回答 

富士山側隣地住民への説明

不足が心配 
住民 

行政書士を通じて挨拶済です。

再確認いたします。 

周囲が山で計画地位置が分

かりにくい 
住民 

HPと手元資料に図面掲載してい

ます。個別でのご説明をさせて

いただきます。 

パネル破損による有害物質

の流出が心配 
住民 

破損時は即時対応・交換しま

す。流出防止に努めます。 

FITでなく企業供給方式の説

明をしてほしい 
住民 

企業へのPPA供給です。中電に託

送料を支払い、電気を必要とす

る需要家に送電しています。 

造成による土砂崩れ・流出

が心配 
住民 

必要最小限の造成のみ行いま

す。伐採物は適切処理いたしま

す。条例で土砂対策厳格化され

ています。 

長期管理（草刈り・点検）

が不安 
住民 

年2回以上の草刈り・定期点検・

遠隔監視を実施いたします。 
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意見（質問・要望） 
陳述者・ 

提出者 
回答 

30日間意見受付の周知不足 住民 
説明会後30日間は意見受付期間

です。県HPで公開いたします。 
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